
「利用者が作る在宅ケアシステム」 地域ケア指標＜自治会・社協＞ 彩北ネットワーク１０

会食会は地域ごとに開催し高齢者の生活状況を把握 日常的ニーズ、地域での生活上の課題などを把握してサービス向上につなげる

■自治会

自治会館・地域集会所等で自主的ケア活動を展開 情報交換・会食・バイタルチェック・介護予防の場として定期化

旧来施設の設備近代化・衛生面整備をして利用を促進 トイレ改修・バリアフリー化・ＩＴ対応化などで住民の自主活動を促進

就労形態の多様化に対応した活動方法 会合の夜間の開催などにより住民各層が参加しやすく改善

自治会活動の行政組織での位置付けを明確にする 区長・組長の業務は住民の生活様式や時代の変化に合わせて改革

広報配布方法改善・回覧板への住民情報掲載基準などを確立

自治会役員の選出方法を透明化し、長期任用の弊害を打破

自治会費の徴収方法・徴収額決定基準の見直しと透明化

2／2 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業



「利用者が作る在宅ケアシステム」 地域ケア指標＜地域団体・企業＞ 彩北ネットワーク１０

財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業1 / 2 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業1 / 2 

■商工会議所・商店会

在宅支援の組織化とその情報の周知徹底 保険薬局と連携して医薬品・介護用品の個別配達の仕組みを作る

圏域の商工会等が共同で介護用品・器材の供給力を高める

高齢者・障害者利用の利便性を高める 店舗のバリアフリー化、トイレ整備、手話や筆談対応とその標識・案内板掲示

地元ならではの単品少量の注文と、その個別配達の仕組みを作る

乳幼児・高齢者を抱えた家族の求めるサービスを調査し対応する

住民相互の見守り活動に参加 医薬品・日常品の配達を安否確認と連携させる

「こども１１０番の家」登録や防犯パトロールに参加

トイレや休憩、道案内など販売以外の機能を充実

誰でもいつでも集える「たまり場」機能を持つ 障害者・高齢者も品作り・販売などのサービスの提供者として尊厳を持つ

地域の高齢者就労や生きがい・地元顧客の確保につなげる

が 着住民が参加して共に楽しめる交流を恒常化・定着化する

■企業

企業活動の一環として地域ケア支援を行なう ガス・電気検針、新聞配達・郵便配達など企業等従業員による見守り体制

情報の受け渡しとその処理・蓄積・分析に責任を持つ

若年専門技術者の定着で定住人口の増加促進。 技術者の育成と就労支援を一体化させるための企業間連携を作る

就労形態の多様化・適正雇用で地域を活性化 中高齢者の中途採用や障害者雇用を促進し、地域社会での自立を支援する

中高齢者がライフスタイルに合わせ働きやすい就労条件・職場環境を整備

■労働組合

地域の課題を組合活動の課題とする 地域福祉計画での福祉活動に知的・人的資源を投入し地元住民との協働を進める

地元市町村の行事協賛するなどで、地元の応援団として収益を還元

医療・介護の地元情報を収集し供給する 勤務時間内に収集できるようにし介護家族のサービス利用を促す

被保険者の要望を保険者につなげる 需要の高い情報は関連機関や自治体と共有を進める



「利用者が作る在宅ケアシステム」 地域ケア指標＜地域団体・企業＞ 彩北ネットワーク１０

財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業2 / 2 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業2 / 2 

ー

介護の悩み相談、介護教室での参加者の声などを集約し保険者に提案する

団塊世代の地域定着を地域活性化に活用 地元情報の交換・起業支援・健康相談に専門知識を役立てる

企業集積された技能・情報を地域還元できるよう地元ＮＰＯなどと協力する

■農業協同組合

食材提供と地域の健康とを連動させる 介護保険事業者連絡会と提携して地元組合員の食材を恒常的に提供

環境維持を通じて農業振興や農家の現状への理解を深める

食材の加工部門立ち上げで介護施設・医療機関への提供拡大を図る

組合員の健康維持・生きがい創出に向けて高齢者が担える作業を開発、

訪問介護事業展開による地域貢献 適正な賃金と労働条件を整備し、女性の地域就労を促す

協同組合として高い質のケアサービス提供をし、地域事業者をリード

ジェンダーによる家庭内分業を前提とする家族労働の見方を是正していくジェンダ による家庭内分業を前提とする家族労働の見方を是正していく

「ミニデイ」事業の実施による地域との連携促進 子育てなどで自宅待機の看護師資格者を活用し、健康相談・管理の場ともする

地域の高齢者自身が技術・知識を活用できる場を定着させる

老人会・婦人会の他、学童クラブ・地区のＰＴＡ、商工会などと交流・連携

地域包括支援センターの介護予防事業とリンクさせる

保健師・訪問看護師・医師などの協力で健康講話開催など住民の関心を高める

■生活協同組合

組合員の力を活かした地域サービスを展開 福祉用具等の共同購入、店舗からの配達、健康情報配布などに取り組む

組合員活動の一環としての小地域での介護・健康相談などの取り組みを支援する

地域で必要とされるサービス提供を組合員が企画・出資して起業し運営する

他の非営利団体と協働して地域密着型の小規模ケアを順次育成していく

地域の力を底上げする労働・事業形態 購買生協・農協の店舗活用、空き家空き店舗の再利用などで地域を活性化する

生協の共済等多分野事業連携を活かし医療・介護・健康の複合拠点を形成

サービスの運営・利用状況は地元住民にも公開し、手法への理解を深める



利用者が作る在宅ケアシステム 地域ケア指標＜広域課題＞ 彩北ネットワーク１０

財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業1／2 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業1／2

■移送サービス

生活の基本としての移動手段を公的に整備 高医療機関へのアクセスは住民の権利。保険者は障害などの要件なく保証する

通院・通所にはタクシー会社などと提携して病医院・施設間の専門移送を巡回させる

ＮＰＯによる移送サービス提供者の育成を支援する。

山間・中山間地での実情に合わせた移送 利用目的を規制せず「外出支援」と位置付け低額で供給

福祉タクシー・デマンドバスなど地域特性にあわせた形態を選択

乗降の定位置を設けず常時運行で利便性を確保

バス運行路線や本数を見直し利便性を確保 住民・利用者との協議で車両規模・運行路線・時間帯と本数などを調整

バス停には小型ベンチもしくは寄りかかりができるバーを設置する

移送の介助必要者への支援 小児・認知症患者など家族の運転とともに介助が必要。公的に支援のボランティアを派遣

■緊急時対策

介護施設を緊急時避難場所として位置付ける 食料・介護用品の備蓄、専門職員の対応で避難先での二次被害を軽減する。

地域特性に基づいたネットワークを形成する 日中・夜間の要介助世帯情報を本人・家族の了承を得て警察・消防・自治会が共有

介護保険利用者に関しては指定事業者と連携する 避難経路・避難先、誘導および同行者、必須品の携帯、医療器具の確保先など共有

住民自身も緊急時対応依頼書を作成する 書式・必須記入事項を定めて各家庭・行政・関連機関で共有する。

（緊急時の連絡者、必要手配先＝入院・葬儀・所属団体等、公的機関への委託事項）

■認知症

病気としての理解・対応可能サービスを拡充する 認知症サポーターや家族の会などが協力し市民向け学習会・体験発表会を開催

民生委員・福祉委員に対する啓発学習会で介護体験者や本人の話を聞く

加齢による認知症様症状との違いを見極められるよう理解を深め、受診を促進する

医師の無理解・偏見に対しては認知症サポート医を養成し活用

精神科以外の高齢者受診の多い科目の医師に最新情報に基づく定期研修受講を義務化

認知症外来で随時受診できる医療環境を整備する 外来の曜日・時間帯・医師数が限定されずに受療可能にする。



利用者が作る在宅ケアシステム 地域ケア指標＜広域課題＞ 彩北ネットワーク１０

財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業2／2 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　助成事業2／2

主治医・

担当医師との相性などにより転院・通院を選択できる余地を作る

保険者は認知症外来病医院の詳細情報一覧を希望者に配布する

予約診療で院内での待ち時間をなくし、薬も自宅近くの薬局から配達する。

本人の移送とその介助には公的サービスを整備して簡便に利用できるようにする。

介護者が単独の場合には医療機関・薬局が協力して薬を自宅まで配達

要介護認定軽度化の傾向に歯止めをかける 要介護認定の際にＣＰＳを採用するなど主治医意見書を改善

認定結果の不服審査は十分に精査して事例収集と分析に努める。

医師会として「家族の会」などと協働で意見書記載方法事例集などを作成し認定に活かす。

若年性認知症増加への対応を確立する 高齢者向けサービスの流用ではなく就労・社会参加を基本にした対策とする

■地域医療

与薬のためだけの定期的通院を精査与薬のためだけの定期的通院を精査 主治医・調剤薬局と訪問看護師の連係で身体状況に合わせた服薬管理をする調剤薬局と訪問看護師の連係で身体状況に合わせた服薬管理をする

医薬分業を強制せず、地域の医療形態に合わせ、住民の利便性を優先する

介護保険施設との協力体制で在宅移行を促進 支援センターはチームケア体制を確立し介護保険・医療保険の総合的利用をマネジメントする

サービス担当者会議により関係者個々人の家族観・社会観の影響を低減させる。

在宅へのアセスメント 介護者の生活設計や生活手段に無理な変更を強いない、持続性あるプランとする

地域の社会的条件がもたらす精神的・経済的負担の事例を収集して行政に伝える

退院から在宅移行前に在宅試行期間を設ける 外泊・数日滞在を経て住環境、必要備品を検討し、精神的不安に対処

病院は試行期間を設けし在宅医とともに報酬付けする

■ターミナルケア

在宅で持続できる周囲の支援体制整備 介護者のレスパイトケア虐待・介護放棄に対処

介護費用、遺言作成・相続問題など多角的対応を地域包括支援センターで行なう

在宅ケアに要する医療品・介護用品・衛生材料の情報を介護者等が簡便・迅速に入手できる

予測不可能な緊急時への体制を整備 地域の在宅療養支援診療所をネットワーク化して対応する

グループホーム・特養に訪問看護契約を義務化 法的に整備して自宅と同等のサービス利用ができるよう格差を解消する
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この冊子を手にとってくださったみなさまへ

歳をとっても介護が必要になっても済みなれた地域で暮らし続けていくために必要なケアは

一つだけではありませんし、

身体のケア、心のケア、生活のケアなど、いくつものケアが同時に必要とされることさえ

少なくありません。

しかも、それらのケアは病院や介護保険の事業者または役場など、さまざまな団体や機関により

さまざまな方法で提供されていますが、必要としているのは同じ一人の人間です。

地域のさまざまなケアが、必要とする人を中心に組み立てられて動いていくように連携をしていくこと。

それを私たちは地域のトータルなケアシステムと呼ぶことにしました。

埼玉県は人口当たりの医療機関数・ベッド数、看護師数など医療の各種指数では常に

最下位に位置しています。そのなかでも特に私たちの住む県北部は秩父山塊の麓に位置し、

農林業が基幹産業であった地域です。それだけに過疎地も含まれますし、高齢化率も

高くなっています。

このように、トータルなケアが最も必要とされる地域だからこそ、

生活をサービスに合わせるのではなく、サービス提供側と利用者とがともに知恵を絞り、

個々の生活をそのまま支えられる仕組みを作ることが重要だと、私たちは考えました。

そして、そのような活動を進める人々が互いに共通する「指標」を持てたら、と考えました。

幸いなことに「財団法人　在宅医療助成勇美記念財団」の助成を得ることができ、

私たちは２年間にわたって事例調査や対面ヒヤリングみ重ねて来ることができました。

ここにまとめた「地域ケアの指標」は、そのような調査研究を土台にして作成したものです。

この２年間、関連する法や制度の変遷ははなはだしいものがありました。

不十分なものではありますが、トータルなケアを地域に根付かせる活動に役立たせて

いただければ幸いです。

彩北ネットワーク１０

より詳細な指標をご覧になりたい方は財団ホームページ

または彩北ネットワーク１０ホームページをご覧ください。

財団法人　在宅医療助成勇美記念財団　 http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/

彩北ネットワーク１０ http://www.geocities.jp/netten_saihoku



「指標」について

作成の目的 地域のトータルなケアの仕組みを作るための手順・手法を導き出す

指標の特徴 利用者の立場から

高齢者を中心に

５つの区分 地域のケアを成り立たせるときの役割の共通性により分けました。

もちろんここに掲げた団体・機構だけで成り立つわけではありませんし

表記された指標で十分ということではありません。

補いあって いろいろな立場からの、異なった対象についてのケアの指標が、

全国各地で次々に作成されていくならば、

それだけでもケアの質を底上げしていくことにつながるでしょう。

地域を診断 ケアのシステムには地域の社会的な関係性が反映されます。

ケアの課題とはそのケアの仕組みを作り出す社会の土壌の課題そのものです。

誰もが、病んでも年老いても家族を失っても尊厳を持ってその地域で生きられる。

この指標は、そんなシステムの全体像を描くための手がかりとなるでしょう。

活用モデル 指標の活用モデルは大都市部とは異なり、山間地・中山間地を抱え

一次産業が土台になってきた地域です。

そのような地域性に共通する指標を明らかにすることで、

逆に個々の地域への対応もつかめるでしょう。

そして、一人では難しくても職場や地元の仲間、団体などで取り組むための、

最初の一歩が踏み出せるに違いありません。



見開き 指標として盛り込む分野・団体

地域を診断しトータルなケアの実現を担う

ケアのサービスで地域を支える

自治の力でケアのシステムを作り出す

ケアする・されるを地域に合わせて持続させる

ケアの文化を支え活力を供給する

1

6

5

３＆４

2

地場の産業基盤を支える活動は、その土地の歴史や文化の上に成り立っています。
同時に、土地ごとに工夫されてきたケアの仕組みを支えるだけではなく、社会の変化に
応じた新たな仕組みへと、地域が動いていくための力を生み出してもいくものです。

市町村は医療・介護の保険者であり、住民の健康維持のための責務を負っています。
その責務を果たすには透明・公平・迅速さが求められます。ケアの質は自治の質の反映です。
自治の力量を問われるものであり、同時に力を高めていくものにもなっています。

サービスの提供は地域に住み続けたいという住民の願いをかなえ、住民が定着していることが
また新たなサービスを喚起しています。どんな地域社会にしていくのかを考えていくことは、
サービスのあり方を地域に提案することにつながります。

介護保険指定事業者
訪問看護ステーション

市町村役場・保健センター
福祉保健総合センター
地域包括支援センター

社協ボランティアセンター・民生委員
自治会

商工会議所・農協・生協・
企業・労働組合

医療機関・医師会 個々人についての診断が地域全体で集積されることで地域の健康診断ができます。
患者・利用者の実態に即したトータルなケアのための「処方箋」をもとに、実現に向けた
活動があれば、地域のケアは生き生きとしたシステムになっていきます。

まとまりとしての特徴

ケアは時代によって、また地域によってこれまでさまざまに変化してきました。
地域の住民が自分たちの暮らしを持続するためには、ケアのサービスを提供する側も
受ける側もお互いの関係を持続可能なものにしていくための努力が必要です。



彩北ネットワーク１０ 医療機関

■医療機関

1 シームレスなケア実現に向けて工夫をしていますか？

a 地域連携室担当者は圏域で情報共有・協議を定例化していますか？

b ソーシャルワーカーの役割と任務を明確にし、専門性を正当に評価していますか？

c ソーシャルワーカーは職務遂行上、医師・看護師と対等に協議できていますか？

ｄ 退院調整部門には看護師を専任とし、的確かつ速やかな対応をしていますか？

ｅ 院内機構の階層制をなくし患者中心の多職種協働体制になっていますか？

ｆ 退院後に向けて介護保険・福祉サービスの申請・利用法の説明はしていますか？

ｇ 退院から在宅には試行期間を設けて環境の整備や調節をしていますか？

2 いつでも誰でも利用できる体制になっていますか？

a どの地域の慢性病患者・療養期患者も在宅を選択できますか？

b 受診時の身体負担、プライバシーに配慮した診療システムとしていますか？

c 単独での開業医も複数医師とのグループ診療で在宅を支えていますか？

ｄ 病医院間で高額医療機器の共同設置・利用を進めていますか？

■医師会

1 行政と連携して地域づくりに寄与していますか？

a 保健センター・地域包括支援センターと健康講座などの開催に努めていますか？

b 介護や福祉の団体との共同研修・事例検討などの場を設けていますか？

c 通院移送サービスを行政・地域医療機関と共同運行としていますか？

ｄ 地域医療のあり方について住民と話し合う場を設けていますか？

ｅ 圏域の医療動向や医師充足数・病診紹介率など住民に情報を公開していますか？

2 医師の偏在解消に対処していますか？

a 地域医療計画に目標を設定して到達のプロセスを行政と確認しあっていますか？

b 研修医の受け入れ先は病医院の特性を勘案して助言する仕組みになっていますか？

3 夜間救急の対応は進めていますか？

a 夜間救急は圏域ごとに一つの一元対応窓口を設置していますか？

b 受け入れ病院の空きベッド・医師宿直情報は救急隊員と常時共有していますか？

4 在宅医療推進のための協働を関係団体に呼びかけていますか？

a 長期ケアを支えるレスパイト・緊急ショートステイ先との提携はできていますか？

b 病医院と診療所とのネットワークで住民が在宅医療を選びやすくしていますか？

c 多職種・機関との連携で在宅医療を支えるチームを形成していますか？

ｄ 終末期まで支える在宅療養支援診療所・訪問看護ステーションを育成していますか？

個々人についての診断が地域全体で集積されることで地域の健康診断ができま
す。
患者・利用者の実態に即したトータルなケアのための「処方箋」をもとに、実現に向
けた
活動があれば、地域のケアは生き生きとしたシステムになっていきます。
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彩北ネットワーク１０ 医療機関

■歯科医師会

a 高齢者・障害者への訪問歯科診療は積極的に行なってまいすか？

b 介護施設等での講習などで口腔ケアへの関心を高めていますか？

c 介護保険の訪問歯科診療・歯科衛生指導の人材を育成していますか？

■調剤薬局

1 まちの健康応援所となっていますか？

介護保険・服薬等の相談事例は地域の情報として行政や医師と共有していますか？

小中学校・老人会・保健センターでの健康講座などには協力していますか？

緊急時には近隣薬剤師会で薬剤手配ができる体制としていますか？

2 高齢者のかかりつけ薬剤師としての工夫をしていますか？

服薬管理の困難な事例など薬剤師会として医師と共同対処をしていますか？

在宅療養支援診療所と介護保険の訪問服薬指導の検証をしていますか？

訪問系介護保険指定事業所からも服薬状況の連絡を受けていますか？

■認知症対応

1 気軽に受診できるよう、患者や家族への配慮をしていますか？

a 地域の高齢者数に対して専門外来の曜日・時間帯・医師数は十分にありますか？

b 職員の患者対応や待ち時間縮減など、常態での診察に努めていますか？

c 医師は在宅での診療を積極的に実施し早期診断を促進していますか？

2 病医院では入院時の症状悪化を防ぐ努力はしていますか？

a 薬物コントロール・拘束ベルトなど尊厳を損なう手法を排する工夫をしていますか？

b 認知症サポート医を活用しての院内研鑽など最新情報取り入れをしていますか？

c 家族の会・患者団体・グループホームなどからの意見を聞く機会を設けていますか？

3 医師会は認知症への適切なケアがなされるよう働きかけていますか？

a ケア専門職だけでなく住民も対象にした講演会・研修会を開催していますか？

b 「家族の会」などの協力を得て意見書記載法の研究をしていますか？

c 診断を確実にし早期発見をできるよう医師の研鑽はしていますか？

＊コラム 在宅療養支援診療所

認知症サポート医
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彩北ネットワーク１０ 介護保険指定事業所

■訪問看護ステーション

1 職員が働きたい職場となっていますか？

a 准看護師資格者には正看取得を入職の条件としていますか？

b 常勤・非常勤を問わず職員研修は常時実施していますか？

c 職務の評価は明確な基準で公正に行い、業務に活かせるようになっていますか？

ｄ 訪問での単独作業の質を保ち連続したものにするチームプレーになっていますか？

ｅ 出産・子育て・介護の期間も就労できる条件を整備していますか？

2 病医院との連携は患者本位で行なっていますか？

a 在宅看護の実績は集約して病院看護の研修に役立てていますか？

b 訪問状況は外来・病棟看護師・担当医・本人が共有できるようにしていますか？

c 利用者からの医療への苦情・不満を的確に伝えられるネットワークはありますか？

3 ケアマネが訪問看護を理解し活用するよう働きかけていますか？

a 在宅で訪問看護を利用するべき状況の判断基準を提示していますか？

b 訪問看護の同行や職場カンファレンス参加などで研修に協力していますか？

c 訪問看護を活用している事例などを地域ケア会議などで発表していますか？

ｄ 医師会と協力して在宅医療の面からの重要性も訴えていますか？

4 住民自身が訪問看護をより適切に活用できるよう情報提供をしていますか？

a 訪問介護と異なる看護の専門性を在宅生活に活かすための説明をしていますか？

b 医療依存度の高い場合でも在宅が選べるよう情報の提供をしていますか？

c 家族介護者の不安・疑問は２４時間で対応していますか？

ｄ 訪問看護活用事例や利用者の意見などは集約して市民に伝えていますか？

■居宅介護支援

1 医療と介護の連携の中心を担っていますか？

a 医師や訪問看護師からの情報をプラン改善・変更に速やかに生かしていますか？

b 訪問看護導入時期は多職種のチームカンファレンスで判断していますか？

c 入院時には介護保険利用状況などを本人合意のもとに医師等に渡していますか？

ｄ 退院後の在宅生活の計画を本人・医療者と話し合って進めていますか？

ｅ 通院加療中にサービス利用を開始した時には担当医師に知らせていますか？

ｆ リハ・口腔ケア・栄養面からもケアが継続するよう配慮をしていますか？

2 サービスのアセスメントは利用の前後で的確に実施していますか？

a 住宅改修・福祉用具利用は専門家とともに実際の利用状況で確認していますか？

b 改修・利用開始後にも再チェックしケアプランに反映させていますか？

c 訪問介護ヘルパーなどからの改善提案は検証して生かしていますか？

サービスの提供は地域に住み続けたいという住民の願いをかなえ、住民が定着していることが
また新たなサービスを喚起しています。どんな地域社会にしていくのかを考えていくことは、
サービスのあり方を地域に提案することにつながります。
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彩北ネットワーク１０ 介護保険指定事業所

3 地域全体での在宅支援となるよう働きかけていますか？

a 介護保険外サービスの利用は地域包括支援センターや社協とも共有していますか？

b 高齢者世帯の見守りは本人合意の上で近隣住民にも協力を呼びかけていますか？

c 社協・地域包括支援センターと緊急避難方法・収容先などを協議していますか？

ｄ 他の公的サービス利用の権利がある場合の助言・照会などは確立していますか？

■訪問介護

1 ヘルパー研修は常に実施できる体制になっていますか？

a ヘルパーの水準を保つよう雇用形態に関係なく研修をしていますか？

b 関連する医療や看護の知識、制度の最新情報など常に研修材料としていますか？

2 働きやすい職場として人員の定着を図っていますか？

a 常勤と登録の職務体系と責任は明確になっていますか？

b 常勤・登録の同一労働に対しては同一賃金体系を用いていますか？

c 業務は利用者の意見・感想も取り入れ客観的に評価していますか？

■認知症対応型共同生活介護

1 人生の終末期に対応できる体制としていますか？

a 医療連携体制加算ができるよう届け出をしていますか？

b 看護師を配置している場合は業務の内容を明確にしていますか？

c 入居者の精神医療にも対応できるよう専門家と連携をしていますか？

2 ケアの質を保つための労働条件は整っていますか？

a 職員関係や働きがいがケアの安定につながるよう管理者は工夫をしていますか？

b 身分保障を十分にして職員の定着に努めていますか？

c 子育て・介護の体験をケアに活かせるよう労働条件を配慮していますか？

■介護老人福祉施設・介護老人保健施設

1 滞在・入所中の事故発生防止に努めていますか？

a 職員の介護技術向上のための研鑽は定期的にしていますか？

b 夜間宿直の際の緊急時対応を常に協議し認識を高めていますか？

c 家族からの苦情・意見は対処した結果も含めて公開し、改善に役立てていますか？

ｄ どんな事故でも利用者・家族への説明責任を徹底していますか？

ｅ 地元の自治会と共同して非難訓練などをしていますか？

2 医療機関との連携は確立されていますか？

a 入所者の急変時には適切な医療を受けられるような体制になっていますか？

b 入所者の疾病管理に協力する医師を地元で確保していますか？
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彩北ネットワーク１０ 役場・保健センター

■市町村

1 住民とのパートナーシップを尊重していますか？　　　　

a 政策の企画段階から住民が意見を述べられますか？

b 審議委員や策定委員は既存団体の長の任用は控えていますか？

c 協働の課題、目標、検証方法など、住民との協議も公表していますか？

ｄ 広報や自治会回覧板は住民の活動支援の役目を果たしていますか？

2 トータルサポートの体制づくりは進んでいますか？

a 各種サービスの相談・申請・手続・交付は一ヶ所でできますか？

　　　　　b ３６５日の対応、夜間帯の開所で住民のアクセス権は保証していますか？

c 小地域への出張相談はしていますか？

ｄ 相談内容や対応の結果を政策にどう生かしているか明らかにしていますか？

3 職員を生かせる庁内体制になっていますか？

a 福祉・介護・医療の関連部署は本人の適性・希望によって配置していますか？

b 業務向上のためケアの現場での実地研修・実働体験などをしていますか？

c 人事考課は異動歴や一定の部署の経験を入れない仕組みとしていますか？

4 公的サービスは誰でもいつでも気兼ねなく使えるようになっていますか？

a 役場からの通知文書を読めない・理解できない高齢者を把握していますか？

b 難病・生活保護・障害者手帳・介護保険など関連手続きは一元対応していますか？

c 民生委員は人選の手順や基準を透明化して誰でも担えるようにしていますか？

ｄ 民生委員の活動の成果や問題点は政策につながるようになっていますか？

＊コラム 民生委員

5 緊急時の高齢者対策は誰もがわかっていますか？

a 要介護者の二次被害防止に地域の介護施設に協力を要請していますか？

b 必要な個人情報は本人・家族の同意を得て自治会・消防・警察で共有していますか？

c 住民にも緊急時の対応依頼事項を書面にするよう促していますか？

＊コラム 緊急時対応依頼

6 地域の暮らしを生み出す文化や産業への支援はありますか？

a ケア施設等での福祉教育は地域自治会やＰＴＡ・教育委員会も参画していますか？

b 生涯学習を地域の技術・文化・歴史の伝承や世代間交流に生かしてますか？

c 空き家・空き店舗は財政支援・運営など住民の工夫に委ねられていますか？

ｄ 買い物や通院の足は地域特性に合わせた形態とし、誰もが利用できますか？

7 介護保険制度の保険者として住民本位の施策を打ち出していますか？

a ２４時間３６５日のサービス環境充実に一般財源から支援していますか？

市町村は医療・介護の保険者であり、住民の健康維持のための責務を負っていま
す。
その責務を果たすには透明・公平・迅速さが求められます。ケアの質は自治の質の
反映です。
自治の力量を問われるものであり、同時に力を高めていくものにもなっています。
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彩北ネットワーク１０ 役場・保健センター

b 家族介護を前提にしなくても「在宅」を選べるようサービスを整備していますか？

c 認定不服申請の理由は精査して認定改善に活かしていますか？

ｄ 介護保険外サービス充実に向け住民のＮＰＯ起業や助け合い活動を支援していますか？、

ｅ 慰労金・現物支給など点の給付を廃しサービス全体の充実へ振り向けていますか？

ｆ 特定高齢者抽出は地域特性を生かした独自手法を加味していますか？

■地域包括支援センター

1 トータルケアの地域拠点となっていますか？

a ３６５日・２４時間オンコール体制で緊急対応や困難ケースに対処していますか？

b 介護保険サービス提供者と相互協力の短期・長期の目標を協議していますか？

c 就労・養育・介護・医療など生活を多面的に支援できる体制としていますか？

2 住民の要求を掘り起こす工夫をしていますか？

a 運営協議会は原則公開とし住民が業務内容の検証をできるようにしていますか？

b 運営協議会と地域ケア会議は相互に情報交換・共有しあう体制になっていますか？

c 職員は地域を巡回する健康相談会などで生活課題の把握に努めていますか？

■保健センター

a 健診・配食・介護予防などサービス利用状況は常に一元的に把握していますか？

b 検診結果・介護予防などの情報を本人合意で健康管理に活用していますか？

c 子育て・介護・虐待・閉じこもりなど多様な問題に一元的対応ができていますか？

ｄ 高齢者のうつ・閉じこもりの実態は住民の協力を得て把握していますか？

■福祉保健総合センター

1 精神障害者支援

a 在宅療養の高齢者の閉じこもりなどに対応するサービス育成をしていますか？

b 高齢化する家族に代わる地域の支援体制を住民とともに進めていますか？

c 民生委員・福祉委員に偏見や差別をなくすよう研修をしていますか

2 地域医療

a 地域医療機関と連携して圏域の保健医療計画に地域の課題を提案していますか？

b 若年認知症患者への就労・社会参加促進を関係機関に働きかけていますか？

c 一次・二次・三次医療の動向・課題を住民に説明し、理解を促していますか？

ｄ 地域医療のあり方について患者・利用者も意見を述べる場はありますか？

■広域圏での取り組み課題／移送サービス

1 保険者は医師会と協力して医療へのアクセスを保証していますか？
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彩北ネットワーク１０ 役場・保健センター

a 障害・年齢などの制約なしに低価格で利用できますか？

b 圏域の医療・介護施設間を巡回するサービスはありますか？

c 小児・認知症患者の移送には必要ならば介助協力者をつけられますか？

2 生活の足として実情に合った形態で提供していますか？

a 地域特性により運営方式・車両規模・運行手法を柔軟にしていますか？

b 事業主体もＮＰＯ・タクシー会社・バス会社などの話し合いによって決めていますか？

c バス路線などとともに見直しと改善は利用者と協議する仕組みになっていますか？

ｄ 乗降場所にはベンチや手すりなどを設置していますか？

ｅ 利用目的を規制せず「外出支援」と位置付けて使いやすくしていますか？

■広域圏での取り組み課題／在宅医療廃棄物

1 回収の取り組みを進めていますか？

a 圏域での回収要望など医師会と共に調査し対応を協議していますか？

b 圏域の薬局や訪問看護ステーション・メーカーの協力も要請していますか？

2 住民への理解協力を図っていますか？

a 回収の対象・排出方法・保管方法を多様な手段で周知していますか？

b プライバシー保護やコスト面での安定ある回収回数やルートとしていますか？
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彩北ネットワーク１０ 自治会・社協

■自治会

1 運営方法の透明化・公正化を進めていますか？

ａ 区長・組長の任務は生活の実態に合わせて改善していますか？

ｂ 役員の選出方法は透明化し、任務と責任明示していますか？

ｃ 会合は夜間に開催するなど誰でも参加しやすくなっていますか？

2 地域の施設を住民福祉に活用していますか？

ａ 集会所等の施設は高齢者・障害者にも使いやすくなっていますか？

ｂ 介護予防・健康講座など住民が自主的ケア活動をできるようにしていますか？

ｃ 高齢者の知恵や技術を伝承する世代間交流の機会を設けていますか？

3 災害時の対応について考えていますか？

ａ 要介助者の緊急避難ルートや介助協力者との連絡は確認していますか？

ｂ 地域にあるケアの事業所、介護施設などと相互支援を協議していますか？

■社協

1 「地域福祉」を追求する地域団体としての独自性はありますか？

ａ 職員は自治体からの出向だけではなく地域の人材を活用していますか？

ｂ 地域の課題にそった短期・長期の事業を計画し、団体の公共性を活かしていますか？

2 ボランティアセンターは住民活動の拠点になっていますか？

ａ 住民の自主的活動への支援は選考基準・方法・成果を公開していますか？

ｂ コーディネイターはボランティア団体推薦の専任としていますか？

ｃ ボランティア連絡会は研修・交流のための自主運営となっていますか？

3 介護保険事業展開は地域福祉の牽引になっていますか？

ａ 民間事業者と連携できるよう３６５日２４時間の機動力を持っていますか？

ｂ 社協の持つ人的資源を活かし困難事例を率先して引き受けていますか？

ｃ 外部評価を受けて利用者本位のサービス提供となるよう努めていますか？

4 配食サービスは食を通じたケアとしていますか？

ａ 献立・回数・配達形態などは定期的に調査し改善に努めていますか？

ｂ 見守りの手段として活かすよう、利用者の要件は柔軟にしていますか？

ｃ 食材は地元商店や農協の協力で地産地消としていますか？

ｄ 調理や配達への協力・実習も福祉教育の一環としていますか？

＊コラム 社会福祉協議会

社会福祉法第１０９条で「地域福祉の推進を目的とする団体」と定められています。

ケアは時代によって、また地域によってこれまでさまざまに変化してきました。
地域の住民が自分たちの暮らしを持続するためには、ケアのサービスを提供する
側も
受ける側もお互いの関係を持続可能なものにしていくための努力が必要です。
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彩北ネットワーク１０ 自治会・社協

■民生委員

1 地域住民から見える活動となっていますか？

ａ 人選の基準・選出の手順は住民に分かりやすくなっていますか？

ｂ 活動により把握できた地域の課題等は地域に還元していますか？

2 住民の実態に合わせた支援をしていますか？

ａ 介護・医療・福祉のサービスが一体的に利用できるよう活動をしていますか？

ｂ 住民自身が地域のケアサービス・資源を活用していけるよう工夫していますか？
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彩北ネットワーク１０ 商工会・農協・生協

■商工会議所・商店会

1 医薬品や介護用品はたやすく手に入りますか？

ａ 介護用品や日用品は希望すれば自宅に届けていますか？

ｂ 圏域の中の団体が連携して医薬品や器材の供給力を高めていますか？

ｃ 保険薬局は単独介護・高齢者世帯などへの処方薬配達をしていますか？

2 商店機能をまちづくりと連動させていますか？

ａ トイレ・休憩・道案内、手話や筆談対応など販売以外の機能も充実していますか？

ｂ 高齢者や障害者の就労促進・製作品販売などを促進していますか？

ｃ 地元での起業誘導、後継者育成指導にも取り組んでいますか？

ｄ 子育て世代や高齢者が常時活用できる「たまり場」機能を持っていますか？

3 空き店舗対策について明確な指針を持っていますか？

ａ 空き店舗情報の収集から利活用企画まで自治会や住民の団体と連携していますか？

ｂ 行政からの助成金使途、運営方法など検討過程は地域住民に公開していますか？

ｃ 地域全体のデザインにそった活用になるよう利害を調節する仕組みはありますか？

ｄ 利用開始後も利用頻度・地域への影響など調査の指標は作っていますか？

＊コラム 商工会議所と商工会

■企業／■労働組合

ａ 地域の福祉活動に知的・人的資源を投入し、収益の還元を図っていますか？

ｂ 適正賃金での中高齢者の中途採用や障害者雇用を促進していますか？

ｃ 従業員が介護・子育てしやすい条件を整備し、その活用を進めていますか？

ｄ 労働組合間連携で介護や健康に関する情報を迅速・適切に提供していますか？

■農業協同組合

1 食材提供基地として地域を育てる役割を果たしていますか？

ａ 地元の生産物が地元の介護・医療施設で使われるように連携していますか？

ｂ 農家の高齢化に対応した生産物の選定や農法の工夫などをしていますか？

ｃ 低農薬・低化学肥料を進め、地元の環境との共存姿勢を打ち出していますか？

ｄ 食材加工、配食・販売などの部門で中高齢者・障害者・女性を雇用していますか？

地場の産業基盤を支える活動は、その土地の歴史や文化の上に成り立っていま
す。
同時に、土地ごとに工夫されてきたケアの仕組みを支えるだけではなく、社会の変
化に
応じた新たな仕組みへと、地域が動いていくための力を生み出してもいくものです。
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彩北ネットワーク１０ 商工会・農協・生協

2 地域の実情に合った介護事業を展開していますか？

ａ 適正な賃金と労働条件を整備し、農村地帯での女性の地位向上に貢献していますか？

ｂ 高齢組合員の健康管理に役立つよう組合員の要望を集約していますか？

ｃ 配食やミニデイサービスなどを地域の老人会・自治会と協力して実施していますか？

■生活協同組合

1 まちづくりの視点でのケアサービスを生み出していますか？

組合員の対等参画・労働でサービスを生み出す手法としていますか？

運営・利用状況は地域のケア充実に活用されるよう促していますか？

2 他分野の非営利団体とも連携していますか？

介護・食・葬送・共済などの協同組合やＮＰＯと連携し総合サービスとしていますか？

公的施設の利活用に非営利性を活かした提案をしていますか？
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＊用語の解説

在宅療養支援診療所

２００６年に新たに設けられた診療報酬上の制度で、在宅医療における

中心的な役割を担うとされています。

具体的には他の診療所や病院、薬局、訪問看護ステーションとの連携をとって、２４時間

往診・訪問看護等を提供できることなど、定められた要件を満たす医療機関は

地方社会保険事務局長に届け出ができます。

ただ、２００７年４月末現在でも届け出件数は全国で１万件にも満たない少数

に留まっていることや、連携の成立しやすい都市部に偏在している

ことなどに加えて、住民がその所在を知る手立てがないことも問題になっています。

認知症サポート医

２００５年度から医師を対象に始まったもので、厚労省の養成研修事業を

修了して認められます。

役割としては、主治医（かかりつけ医）への助言や地域における連携づくり等の支援のほか、

都道府県・指定都市単位で実施する主治医（かかりつけ医）対象の研修を企画したり

することも含まれます。

緊急時対応依頼

自分が倒れたときなどは他人に必要な処置が分かるようにしておくことが必要です。

第一通報先や身内の連絡先などだけでなく、主治医、通院先なども一覧表に

まとめて第三者に委託しておくなどすると役立ちます。

社会福祉協議会

社会福祉法第１０９条で「地域福祉の推進を目的とする団体」と定められています。

民生委員

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣からの委嘱を受けます。

主な仕事は地域住民の生活把握と指導とされていますが、

自治会や区長会などの推薦による民生委員制度は、自治体が主役である福祉行政に

国が直接タッチすることとなり、多方面で軋轢も生んでいます。任期は３年。

商工会議所と商工会

商工会議所は古く１９２７年に、商工会は１９６０年に法的な裏付けがなされました。

それぞれ区域は原則的に市と町村とに分けられていますが、

近年になって地域経済団体としてのネットワークをまちづくりに活かす事例が

増えてきています。
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6 ＊ この冊子は財団法人　在宅医療助成勇美記念財団の助成事業

「利用者が作る在宅ケアシステム」の調査研究事業の成果を

普及版としてまとめたものです。

二年前、財団法人　在宅医療助成勇美記念財団の助成金を得て

「利用者が作る在宅ケアシステム」をテーマに調査研究事業に着手し、

「地域ケア」に取り組む先進的自治体や団体などの事例に学びつつ、

地元でのヒヤリングを重ねてきました。

家族を介護している、医療機関で働いている、医師として開業した、

仲間と通所サービスを作った、移送のボランティアをしている、

空き店舗でお年寄りの「たまり場」を開いている、ケアマネやヘルパーをしている、

訪問看護ステーションの所長をしている、などなど

多くの方々が快くご協力くださいました。

それぞれの立場で多様な方々が「トータルなケア」を目指して活動をしています。

その試みが多くの方に知られることがなければ、また同じように考える人が

同じようにゼロから考えて試行していくことになるでしょう。

ここに表記された指標は実際にまとめたもののほんの一部分ですが、

概要だけでもみなさんに知っていただき、

地域ごとのケアを構築していくときの土台としていただければと願っています。



「利用者が作る在宅ケアシステム」 法・制度への提言 彩北ネットワーク１０

特徴あるケアの評価 緊密な個別ケアを必要とする場合は報酬体系は別立てとし、良好な職場環境を整備する。

ケアの必要上宿泊機能を付随させてきた通所介護事業所の実態を調査し、有料老人ホーム規定と区分する。

「施設ケア」があって「在宅ケア」が成り立つ。利用者の状況推移を記録し、制度への提案とする。

地域との連携 家族も寝泊りして介護の講習を受けたりレスパイトサービスを利用できるようにする。

多機能型の通所・訪問介護、入所の要件を緩和し、利用を柔軟にする。

■滞在型施設での事故発生防止 夜間の人員配置を増やし、職員の過重労働をなくし利用者の尊厳を守る。

国は全国の施設内事故発生実態を調査し人員配置・ケア手法など改善する

■介護サービス情報の公開制度 調査機関・調査員間に質のバラツキを是正し、調査の平等性を保証する。

サービスの実質的判断には有効性が低く、費用対効果、事業所の負担を勘案し制度は廃しする。

第三者評価の精度を高め手法を統一させ、公費助成で事業所に義務化する。

福祉保健総合センター管轄ごとに保健センターとともに地域内難病ネットワークを立ち上げる

医師・訪問看護ステーション・訪問介護事業所、地域包括の職員・行政で構成し定期会合を持つ。

事例検討・利用者や家族への調査、技術研修のほか、連携のための協議を行なう。

在宅を持続させるために必要な仕組みを当事者・家族の意見を集約して国に提案する。

■在宅医療・介護

医療整備 市町村は在宅医療に関る経済的負担の増変化を、医療・介護保険利用状況と照合して検証する。

終末期だけではなく疼痛に対する「緩和」ケアを受けられるよう医療体制を改革する。

高齢者の在宅支援 独居でも在宅療養を実現できるよう、必要な社会的資源と費用を検証し、支援策を講じる。

転居後も即時市町村独自サービスを利用できるよう、自治体間の連携決済システムを構築する。

■地域密着型小規模多機能施設

■難病ネットワーク
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「利用者が作る在宅ケアシステム」 法・制度への提言 彩北ネットワーク１０

保険調剤薬の配達 慢性疾患の高齢者への与薬実態を調査し、薬剤師・訪問看護師のカバー領域を増やす。

訪問介護報酬 身体介護と生活介護は同一賃金体系かつ生活子育て・介護が可能な労働条件を整備する。

レスパイトサービス 介護保険サービス利用者でなくとも利用できるレスパイトサービスを整備する。

緊急避難的レスパイトは在宅ケアの基本。県は地域ごとの実績を調査し関係機関に協力を依頼する。

年齢・障害の区別なく介護している者が随時利用できるレスパイトサービスを提供する。

ボランティア時間預託 ボランティア従事時間分を遠隔地で親の介護に利用できる仕組みを全国で作る。

遠距離介護の労力・経済的負担の軽減とともに、介護へのボランティア活動掘り起こし・住民参加の契機とする。

地域の習慣・社会的条件により等価交換とはなりにくい。労力提供の方法なども広く議論していく。

生ゴミ収集 認知症や身体的障害等で家庭内での分別困難、集積所への搬入困難な世帯へは個別回収で対応する。

■認知症ケア

施設でのケア 外部評価で指摘できない問題点は、家族の会として公開文書を施設・行政双方に出して改善へ促す。

職員研修や外部評価による報酬加算を導入し、人員・精神両面でのケアの質向上を図る。

施設での対応に対する苦情（虐待・入所拒否・事故など）には保険者が迅速に対処し、結果を公開する。

認知症の症状や行動パターンに対応した専門的ケアの研修に向けてデータを蓄積する。

一般施策 成年後見制度は費用負担を軽減し手続きを簡便化するとともに、利用実態の検証を徹底する。

介護保険外サービスを育成し、低額で利用できるよう町として独自の施策を打ち出す。

■看護協会

利用拡大に向けて 訪問看護利用の事例・料金・ケアに果たす役割・訪問介護との違いなどを冊子化して広範な活用を図る。

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・保健センターなどで具体的な利用提案を発信する。

訪問看護協会は利用者の感想・意見等を集約し、対処策とともに公開する。

協会加入ステーションの所在地や個別情報を一覧にし、市民が入手しやすくする

地域ケア充実に向けて 医療機器・医療行為増大による身体的・経済的負担変化を調査分析し、改善を提案する

事業所間賃金格差の実態を調査し、仕事量・責任・研修などの条件整備と適正賃金の提案をする。
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「利用者が作る在宅ケアシステム」 法・制度への提言 彩北ネットワーク１０

事業収益・事業経費のデータ集積をし、地域での適正規模・適正報酬を明確にする。

離職率を低減させる 現職者も希望により有給の休職休暇を実地研修受講に使えるようにする。

仕事上の不安・労働環境への不満等を相談・調整できる場を協会として圏域に一つ設定する。

■看護師教育

現場での即戦力を養成 正看取得後も病院各科・オペや救急など多様な実地研修を最低５年は課す。

在宅の多様化にはソーシャルワークが必要。看護学校は普通高卒を条件とする。

「在宅」対応の実地研修 清拭・おむつ処理・医薬品や衛生材料の管理・コミュニケーション技術など病院看護とは異なる領域を重点教育する。

ＮＰＯ、住民団体、行政機構などでの実習により、患者の生活に密着した社会資源についての理解を深める。

高齢者への尊敬・敬愛教育 在宅実習・介護保険施設での夜勤補助などをカリキュラムに組み込む
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年

年

彩北ネットワーク10彩北ネットワーク10

健康福祉部保健課

「利用者が作る在宅ケアシステム」　先進事例調査一覧

年 月日 No 内容 調査先

２００５ 12月7日
調査
１・２

医療法人アスムス　太田秀樹理事長　蔵の街診療所
栃木市 日向野義幸市長
保健福祉部　福田進部長
「福祉トータルサポートセンター」牧田淳所長
企画部秘書政策課・企画課・市民生活課・くらら副所長兼任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  首長雅弘さん
蔵の街コミュニティケア研究会　代表世話人　大澤光司さん

栃木市

２００６ 1月16日 調査３
御代田町社会福祉協議会在宅サービス係　中山温夫係長
在宅介護支援センター・北澤尚美さん
宅老所　たっちゃん家　生活相談員・介護員　吉田　清子さん

長野県
御代田町

3月6日 調査４

医療法人ナカノ会　ナカノ在宅医療クリニック
中野 一司院長
鹿児島市保健所　保健予防課　医療社会事業相談員・保健師
大里ますみさん

鹿児島市

4月25日 調査５

健康福祉部保健課 健康づくり相談員 伊藤美恵さん　健康づくり相談員　伊藤美恵さん
茅野市西部保健福祉サービスセンター／リバーサイドクリニッ
ク
安藤親男所長

長野県
茅野市

4月26日 調査６
川上村　藤原忠彦村長
ヘルシーパークかわかみ

長野県
川上村

7月19日 調査７
たかのす福祉公社　松橋雅子理事長
ネットワーク市民の声　畠山進さん
老健　ケアタウンたかのす看護次長 豊村江利子さん

北秋田市

7月20日 調査８

ケアタウンたかのす労組委員長　松橋基樹さん
公立米内沢総合病院
　ケアプランセンター「かつら」管理者・ケアマネ／米内沢総合
病院看護師　福島尚さん
老健ケアタウン管理者　盛岡敬二さん

北秋田市

7月21日 調査９
ＮＰＯ法人一番星きらら代表理事　 岩谷ナツさん
旧鷹巣町町長 岩川　徹さん

北秋田市
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栃木市でのヒヤリング 

２００５／１２／０７ 

 

 

◆ (福祉トータルサポートセンター)牧田所長の話 

・ ドラッグストアーを改装し２００４年４月に開所、利用者の立場から窓口の一元化をはかり、総合相談

窓口に｢センスあるコーディネーター｣を配置しておけば専門家は要らない。 

・ 相談者の内容に応じた専門職員を集めチームで対応する。相談者(在宅)のニーズ解決にかかわる関

係機関と情報を共有することで人工呼吸器装着者にも対応も出来る。 

・ 週１回のケアカンファレンスを行い、チーム検討会にかける。 

・ 支援の一覧表を作成している。 

・ 児童向け療育、医療、入浴も行う。 

・ ｢くらら｣(ボランティア連絡協議会)との連携。 

・ 障害者への就労支援。 

 

◆（蔵の街診療所）太田秀樹医師の話 

・ 蔵の街コミュニティーケア研究会を結成して自主的勉強会を定期的に開催している。 

｢地域で死ねる街｣とするために活動していく。 

専門職だけでなく市民とともに活動することで福祉マインドの醸成をはかる 

・ 在宅医療は密室で行うので信頼関係が要。 

・ 診療所は当地方では世襲制のところが多い。よって地域の歴史と人生のきびが必要。 

・ 地域包括支援センターについて：今の在介よりレベルが下がる可能性がある。 

市民の約１割８０００人を在宅で看取るには３人の在宅医がいれば可能。 

 

◆(栃木市市長)日向野義幸氏の話 

・ 栃木市人口８３，０００人の１０％がボランティア登録者で、２００団体のグループ登録がある。 

・ 地域コミュニティーが残っているし、地域に基盤がある。 

・ 仕組み・制度があっても地域環境が残っていないとだめ。 

・ 成功例を一つずつ作っていく事が大事。身近なところの目標をたて共に動く。 

・ 「互学共育」をテーマに仕組みとして整える。 

・ すぐ出来ること、時間がかかることをきちんと分けて進めて行く。 

・ サポートセンター職員に兼任辞令を出している。肩書きをこわすことで行政の縦割りを脱して、一人ひ

とりが多機能を受け持てるようになる。 

・ トータルサポートセンターの最終目標は自治サポート。地域マネージャーを育成して人口１万に 1 ヶ所

の地域自治協会を作る。 

・ 平成１８年には自治基本条例を策定するために「栃木市の将来を考える１００人委員会」を設立。９～

１２月には地域自治への準備を始める。 

・ 平成１８年は市制７０周年にあたる。 
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◆福祉部部長・福田進氏、企画部秘書政策課・企画課・市民生活課・くらら副所長兼任・首長雅弘氏の話 

・ 介護保険スタート時に｢介護保険まちかど相談所｣を設置、ケーブルテレビを利用して制度の説明番組

を１日１０分間ずつ７回放映。希望者が３人以上集まれば住民説明会を出前した。 

・ 住宅改修事業者を対象として｢住宅改修講座｣を開催、 

・ 終了業者には「まちかど住宅改修協力店」の共通のぼり旗を渡し、相談店を一覧表にして住民に配布。

現在４２件を認定。 

・ 協力団体で材料は一括購入している。協力店は２ヶ月に１度集まって勉強会を行っている。 

・ 在介・薬局（薬剤師による「まちかど相談薬局」）での地域ケア会議を月１回開催。 

・ 社協は介護関係事業を中心としており、地域包括支援センターは市が直営で行う。 

・ 栃木市の人口はわずかだが減少傾向。高齢化率２０％、山間・農村・町の中心部での高齢化率が高

い。市内での住み替えはあるが、新規流入者が少ない事が原因。 

・ 包括支援センターは行政直営で最終的には市内８ヶ所のエリアに１ヶ所ずつ設立。１８年４月には３ヶ

所、東・西・中央エリアで始まる。 

・ 介護予防については認知症早期発見システムのモデル事業を８月から開始。 

・ ヘルパー養成講座を個人負担２０，０００円残りは行政で負担をし３２名を養成。 

・ 寺尾地区は古くからのまとまりのある地区でヘルパー養成講座受講率が高かった。星野地区では地

域の人が学童保育をしている。安全パトロール隊もある。社協が各地区の活動計画を作成している。 

・ 市民懇談会を年間７０～８０回実施。 

・ 市長は元気会議として、１０名以上集まればその場所に出向いていくことを続けている。 

・ 自治会主催の市政懇談会は各地区に市長と全部長が出向き各１回開催。 

  （役所の職員は当初住民との直接対話に躊躇していたが市長の一言で参加） 

・ ボランティアについて 

  市民活動の推進機関が必要という市長の発案で市民活動推進センターくららを設立。 

 (市民活動推進センターくらら) 

・ 市民活動の普及、支援、情報収集の場、市民活動団体の自立、ネットワーク作りの場の提供。 

・ 常勤４名で、やりたいことをやれるよう大まかな分担をしている。 

・ 役所の中を職員が動くのは、｢異動は自己申告制｣で自分の行きたいところを封筒に入れて申告し担

当職員が適性について聞き取りをして人事課へ。今まで３年から５年のサイクルで異動していたが今

後は専門職化する。人事考課制度の取り込みをする。 

 

◆蔵の街コミュニティー研究会 大澤光司氏の話 

・ まちかど相談薬局を複数経営、ケアマネの資格を持ち介護保険認定審査会委員もしている。 

・ 発足当時は８人。今では会員２００名 

・ 奇数月には世話人会、偶数月には講師を招いての勉強会開催としている。 

・ 大工、会社員、教師、行政職員、医師、薬剤師、ケアマネなど多職種が参加しているので 

  異業種交流にもなっている。 

・ 「蔵の街レインボウ計画として駅前の空き地にレインボウ＝七通りの用途を持ったビル建設を計画。 

子供からお年寄り、障害を持った人、子育て中の若い人達が暮らしやすい、豊かな福祉都市のモデル

として発信して行く。 
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「利用者が作る在宅ケアシステム」に向けて 栃木市の取り組み概要 
 

回答者：秘書政策課 首長正博さん ０５／１２／０７ 
 
１．栃木市として推進してきたポイント 

Ａ．市としての地域ケアシステム構築の姿勢 

○地域福祉計画…平成１５～１６年度に策定 市民実行委員を組織化 

○介護保険計画…制度改正に併せて老人福祉計画とともに今年度策定中 

○障害者福祉計画…制度改正に併せて障害福祉計画として策定 

○いずれの計画においても行政としての最大の課題は地域の仕組みづくりと認識しており、各計画に盛

り込むようにしている。 

 

Ｂ．インフォーマルサービスと担い手への支援 

  ○特に、現在社協において策定中の地域福祉計画において、市民・行政・地域の役割を明記するよう、

地区市民団体と協議している。 

○地区社協には会費徴収を一部依頼しているが、徴収額の１／２を還付して資金源確保を図っている。  

 

Ｃ．医師会との連係 

医師会とは各事業において協力体制を敷いている。特に下記事業では連携を強化している。 

○地域ケア会議（基幹型在宅介護支援センターが主催）・介護保険運営協議会等への委員派遣 

○栃木地区急患センター（医師会会館隣）の業務委託 

○市民健康教室等のイベントへの協力 

 

Ｄ．ケアマネジャー協議会との連係 

事務局を高齢者福祉課に設置していることから、事業の実施から事務的支援まで連係を強化している。 

 

Ｅ．その他の専門職集団との連携 

○社協が市と連係して「まちかど住宅改修協力店制度」を立ち上げ、建築業界との連係を強化している。 

○薬剤師会では「まちかど相談薬局制度」を立ち上げ、その活動性かを地域ケア会議等にフィードバックし

ている。 

 

Ｆ．在宅介護支援センターとの連係 

○基幹型１ヵ所を社協に委託。在宅介護支援センター連絡会を月に一回開催し、市内５ヶ所の地域型在

宅介護支援センターの実務職員と高齢福祉課職員が情報交換をしている。 

○地域ケア会議は高齢福祉課・健康増進課の職員が参加して月に一回開催している。 

○いずれの会議も、結果はニュースとして文書作成し関連機関に報告している。 

 

Ｇ．保健センターとの連携 

○当市保健福祉センターには健康増進課・社協・シルバー人材センターが入っている。 
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○保健センター部分は健康増進課が所管し、保健福祉部の一部署として位置付けられている。 

 

Ｈ．社協の役割 

地域福祉団体と事業所との二面がある。当市社協は介護保険をはじめ多くの事業を展開しており、事業

所としての面が強いが、今後は地域福祉計画の策定や地域福祉推進団体としての色合いを濃くする方向

を模索していく。 

 

Ｉ．住民参画の仕組み 

○市民活動の拠点として「市民活動推進センターくらら」を整備している。 

○市民の意見を行政に反映させる仕組みとして「栃木市の将来を考える１００人委員会」を設置し活動を

進めている。 

○福祉分野では、地域福祉計画策定市民会議や地域福祉活動計画策定に向けた社協の動きに、住民

参画の萌芽が見えている。 

 

Ｊ．学校教育での工夫 

○授業での取り組み以外には、時間外の取り組みとしては教員や市民等のリーダー要請自主学習会が

開催されている。 

○現在は、発達障害の専門職による講座、ＧＤＶＩ（＊グローバル・ドリーム・ビジョン教育）の指導者によ

る講座を定期的に開催している。  ＊Global Dream Vision Interaction 

 

２．改正介護保険での「地域支援事業」の体制 

Ａ．地域包括支援センターへの取り組み 

○最終的には、コミュニティの単位を基本として市内を８つの圏域に区分し、それぞれに直営で地域包

括支援センターを設置する予定。 

○来年度は３つの圏域に設置する予定。 

○地域文献・トータルサポートを目指しているので、介護保険の枠にとらわれず、地域の拠点として位置

付けていく。 

 

Ｂ．医療機関・指定事業者等との連携 

○介護保険指定事業者との具体的な連係の仕組みは構築されていない。今後の検討課題。 

○在宅介護支援センターとして改札してきた地域ケア会議をどう発展・継承させていくかが課題。 

 

Ｃ．民生委員・市民ボランティアの位置付け 

当面は地区の公民館等を地域包括支援センターとして活用することから、地域の独自性に合わせて積

極的に進めていく。 

 

Ｄ．庁内での支援体制 

直接事務を担う専任者のほか、関係部署の職員に対して兼務辞令を発令し、当事者意識をもって動い

ていくようにする。 




